
開催場所

内 容

～

会議に先立ち、令和８年度以降の会議開催回数を変更（年度内４回のところ３回）する
旨の案について説明し、各委員の了承を得た。

[業務説明]

１ 協議会からの意見要望の取組結果について
近年、来日外国人が急増しているが、落とし物の返還までの流れについて、来日外

国人に分かるように周知していただきたい。
【回答】
（１）警視庁ホームページの説明

警視庁ホームページ上段の多言語対応タブ「Ｍｕｌｔｉｌｉｎｇｕａｌ（マルチ
リンガル）」をクリックすることで、各種言語で落とし物をした際の探す方法から
受け取る方法までの説明を閲覧可能。

（２）ホームページ上において可能な手続き
拾得物の簡易検索や遺失届の申請書式表示が可能。

２ 警備課の活動状況について
各種警備の万全

（１）管内寺社における初詣警備の実施状況
（２）解体予定のマンションを利用した救出救助訓練
（３）杉並区内防災関係機関合同震災図上訓練
（４）衆議院議員総選挙に伴う警護警備
（５）堀ノ内妙法寺節分会に伴う雑踏警備
（６）デモ警備の実施状況

３ 生活安全課の活動状況について
（１）特殊詐欺の現況

ア 特殊詐欺被害発生件数（杉並署管内）
イ 特殊詐欺の手口
ウ 年代別の特殊詐欺被害発生状況
エ 犯行に利用された電話の種別

（２）特殊詐欺被害防止対策
ア 警視庁の防犯アプリ「デジポリス」普及促進活動
イ 各種広報啓発活動

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
令和８年第２四半期の重点取組事項について

（１）交通警察
自転車への交通反則通告制度の導入を見据えた諸対策の効果的推進

（２）警備警察
ア 関係機関と連携したテロ対処訓練、救出救助訓練等の実施
イ デモ行進等の治安警備の万全
ウ 各種イベントに伴う雑踏警備の万全

（３）地域警察
地域住民の期待と信頼に応える地域警察活動の推進

（４）生活安全警察
国際電話対策の効果的推進
警視庁の防犯アプリ「デジポリス」の普及促進活動を通じ、携帯電話への国際電

話を利用した詐欺電話対策を推進
２ 協議会からの意見要望等

署長から説明のあったとおり、取り組んでいただきたい。

[その他の意見要望等]

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 7 年 度 　 第 4 回

令 和 0 8 年 0 3 月 1 7 日 午 後 0 4 時 0 0 分 午 後 0 5 時 0 0 分
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なし

その他
令和８年度第１回会議は、６月に開催予定



開催場所

内 容

～

[業務説明]

１ 協議会からの意見要望の取組結果について
自転車に対する交通反則通告制度適用について、多くの人が利用する駐輪場の入口

にポスターを掲示したり、チラシを置く等して、幅広い世代の人に周知していただき
たい。

【回答】
（１）オリジナルポスターの作成及び掲示

交通課において、交通事故につながる自転車の主な違反態様をまとめた独自のポ
スターを作成し、管内に所在する区営自転車駐車場及び自転車販売店に掲示した。

（２）各種広報活動における周知
杉並区主催の自転車安全利用講習会や小学校における交通安全教室に交通課員が

赴いて周知を図っている。

２ 会計課の業務（遺失・拾得物業務）について
（１）警視庁における拾得物取扱い状況

ア 過去６年間の拾得物取扱い件数
イ 昨年の主な拾得物品

（２）杉並署における拾得物取扱い状況について
拾得物の返還率が高い。

（３）拾得物の受理から返還までの流れ
スマートフォンが拾得物として届けられた場合を例に説明

（４）動物が届けられた際の取扱いについて
遺失物法に定める準遺失物の「逸走の家畜」として取扱い、飼い主に返還できな

ければ委託飼育をお願いしている。

３ 地域課の活動状況について
（１）職務質問による各種犯罪の検挙状況

ア 刑法犯（２件）
イ 特別法犯（３件）

（２）各種広報啓発活動の実施状況
ア 地域ボランティア団体との合同広報活動の紹介
イ 各種イベント等における広報啓発活動の紹介

（３）交番襲撃訓練による現場対応力の強化
交番襲撃等に対する素早い対応と地域住民の身体生命を守るための被疑者制圧・

無線通話訓練を実施

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
令和８年第１四半期の重点取組事項について

（１）交通警察
自転車利用者に対する正しい利用法と交通反則通告制度適用に関する広報活動の

推進
（２）警備警察

ア 初詣及び節分会等各種祭礼・イベント等の雑踏警備
イ デモ行進等の治安警備の万全
ウ 降雪・大地震等に伴う災害対策警備の万全

（３）地域警察
巡回連絡及び各種広報啓発の推進と街頭警察活動による各種犯罪の防圧検挙

（４）生活安全警察
国際電話対策の効果的推進
警視庁の防犯アプリ「デジポリス」の普及促進活動を通じ、携帯電話への国際電

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 7 年 度 　 第 3 回

令 和 0 7 年 1 2 月 1 9 日 午 後 0 3 時 3 0 分 午 後 0 4 時 3 0 分
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話を利用した詐欺電話対策を推進
２ 協議会からの意見要望等

近年、来日外国人が急増しているが、落とし物の返還までの流れについて、来日外
国人に分かるように周知していただきたい。

[その他の意見要望等]

なし

その他
令和７年度第４回会議は、３月に開催予定



開催場所

内 容

～

[業務説明]

１ 協議会からの意見要望の取組結果について
自転車に対する交通反則制度が適用されるとのことであるが、反則制度の詳細につ

いて周知徹底を図ってほしい。
【回答】
（１）交通反則通告制度について

運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事事件
や家庭裁判所の審判を受けずに事件が終結する。

（２）自転車の交通違反に対する適用について
令和８年４月１日から自転車の運転者（１６歳未満を除く）がした一定の違反が

交通反則通告制度の対象となる。
（３）反則金の金額別の主な違反
（４）当署における広報啓発活動を通じた周知徹底策

２ 交通死亡事故２年連続「０」達成と重傷事故発生に伴う特別対策の実施
（１）交通事故防止に向けた各種対策について

ア 自治体や関係協力団体と連携した対策
イ 二輪車及び自転車、新たなモビリティ対策
ウ 子供及び保護者、高齢者に向けた歩行者対策

（２）重傷事故の発生と特別対策の実施について
ア バイクと歩行者の重傷事故
（ア）事故概要説明
（イ）特別対策の実施

・ 二輪車ストップ作戦
・ 交通街頭活動強化
・ 交通違反取締強化
・ 交通機動隊との連携

イ 歩行者と貨物車の重傷事故
（ア）事故概要説明
（イ）特別対策の実施

・ 歩行者（高齢者）に対する広報啓発活動強化
・ 交通街頭活動強化
・ 交通違反取締強化
・ 交通機動隊との連携

３ 各種警備活動と訓練実施状況
（１）方面機動隊訓練

訓練実施状況説明
（２）東京都議会議員選挙及び参議院議員選挙に伴う警護警備及び抗議対策

ア 警護対象者に対する警護警備
イ 候補者への抗議行動対策
ウ 管内の投開票所警戒

（３）杉並三署合同水難救助訓練
善福寺公園（杉並区所在）における荻窪署及び高井戸署、警視庁災害対策課、荻

窪消防署との訓練実施状況を説明
（４）阿佐谷七夕まつり警備

会場における警戒活動、各種取扱い状況を説明
（５）高円寺阿波おどり警備

警備体制及び各種取扱い状況を説明

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 7 年 度 　 第 2 回

令 和 0 7 年 0 9 月 2 2 日 午 後 0 4 時 0 0 分 午 後 0 5 時 0 0 分
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１ 署長から協議会への説明内容
令和７年第４四半期の重点取組事項について

（１）交通警察
自転車に対する交通反則通告制度適用に伴う的確な広報活動の推進

（２）警備警察
ア 風水害や大地震に備えた災害警備訓練の実施
イ デモ行進等の治安警備の万全
ウ 各種祭礼やイベント等の雑踏警備の万全

（３）地域警察
ア 職務質問強化推進
イ 各種犯罪被害防止に関する広報啓発活動の推進
ウ 巡回連絡を通じた特殊詐欺被害防止対策の推進

（４）生活安全警察
ア 全国地域安全運動の効果的推進
イ 各種犯罪被害防止に関する広報啓発活動の推進

２ 協議会からの意見要望等
自転車への反則切符の適用について、多くの人が利用する駐輪場の入口にポスター

を掲示したり、チラシを置くなどして、幅広い世代の人に周知していただきたい。

[その他の意見要望等]

なし

その他
令和７年度第３回会議は、１２月に開催予定



開催場所

内 容

～

会議に先立ち、会長、副会長を互選した。

[業務説明]

１ 協議会からの意見要望の取組結果について
（１）タクシー等の後部座席に乗車している人はシートベルトを着用していないことが

多いが、罰則がなく実効性がないため、罰則を設けるべきである。
【回答】
ア シートベルト着用を巡る法改正と今日に至る変遷
イ シートベルト設備と着用の義務化について

（２）中学生・高校生を対象とした広報啓発活動の機会にオンラインカジノの危険性に
ついても周知してほしい。

【回答】
ア オンラインカジノに係る広報啓発活動の実施状況
イ 警察庁と消費者庁が作成した広報啓発ポスターの紹介

（３）勤務員が不在の交番や駐在所に置かれている電話に「警察署につながる」旨の記
載があるが、来訪者に気づいた警察官から電話を掛けてもらっても応答してよいか
分からないため、電話がなったら受話器を取るよう促す旨の記載もしてほしい。

【回答】交番及び駐在所に設置のピーポくんの絵柄の案内板に「電話が鳴ったら受話
器を取ってね！」とのコメントを貼付した。

２ 重傷事故の発生に伴う特別対策の実施
（１）小学生を当事者とする重傷事故について

事故概要
（２）重傷事故発生に伴う特別対策の実施

ア 発生現場におけるトラックストップ作戦
イ 街頭配置の強化
ウ 小学生に対する交通安全教育活動及び通学時間帯の見守り活動

３ 特殊詐欺の現況と被疑者の検挙について
（１）管内における特殊詐欺の発生状況
（２）最近の特殊詐欺手口と当署の対策
（３）特殊詐欺対策の広報について

ア 車両による広報
イ 杉並区防災無線を利用した広報
ウ 新聞折り込みによる広報啓発チラシの配布
エ 杉並区コミュニティバス車内での車内放送

（４）特殊詐欺被疑者の検挙事例
ア 令和６年１２月発生の息子かたり特殊詐欺受け子の検挙
イ 令和７年４月発生の銀行職員になりすました特殊詐欺受け子の検挙

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
令和７年第３四半期の重点取組事項について

（１）交通警察
ア 「飲酒運転させないＴＯＫＹＯキャンペーン」及び「秋の全国交通安全運動」
の効果的推進

イ 自転車に対する交通反則制度適用と自転車の交通ルール周知
（２）警備警察

ア 参議院議員選挙に伴う要人警護の万全
イ 地震等の災害警備の万全及び広報啓発活動の推進
ウ デモ行進等の治安警備の万全
エ イベントに伴う雑踏警備の万全

（３）地域警察

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 7 年 度 　 第 1 回

令 和 0 7 年 0 6 月 2 4 日 午 後 0 3 時 4 5 分 午 後 0 5 時 1 5 分

杉並警察署 講堂 8
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ア 街頭警察活動による各種犯罪の検挙と抑止
イ 制服警察官の「見せる警戒活動」の展開
ウ 巡回連絡及び各種情報発信活動の推進

（４）生活安全警察
ア 国際電話利用休止申請の推進
イ 各種特殊詐欺被害防止対策の推進

２ 協議会からの意見要望等
自転車に対する交通反則制度が適用されるとのことであるが、反則制度の詳細につ

いて周知徹底を図ってほしい。

[その他の意見要望等]

なし

その他
令和７年度第２回会議は、９月から１０月の間に開催予定



開催場所

内 容

～

[業務説明]

１ 街頭警察活動の強化
（１）地域実態に即した検挙活動の推進

ア 地域警察官による検挙事例
イ 鉄道警察隊との合同警らによる検挙
ウ 自動車警ら隊との合同警らによる検挙

（２）各種警察活動による警察力の強化
ア 道場における基本訓練について
イ 交番における制圧訓練について
ウ 地域課の警察官が受検した柔剣道検定の合否について

（３）広報啓発活動の実施について
ア １１０番の日キャンペーン
イ 防災まちづくりフェア
ウ 杉並出張なんでも犯抑団

２ 事件解決事例
（１）令和７年１月発生のコンビニエンスストアにおける刃物使用強盗未遂事件被疑者

の検挙
（２）防犯カメラのリレー捜査について
（３）令和６年２月発生のコンビニエンスストアにおける刃物使用強盗未遂事件被疑者

の検挙

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
令和７年第２四半期の重点取組事項について

（１）交通警察
ア マイナ免許証の運用開始に伴う適切な業務推進
イ 「春の全国交通安全活動」の効果的推進
（ア）こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい

横断方法の実践
（イ）歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルド

シートの適切な使用の促進
（ウ）自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵

守の徹底
（エ）二輪車の交通事故防止

（２）警備警察
ア 東京都議会議員選挙及び参議院議員選挙に伴う要人警護の万全
イ 地震等の災害警備の万全及び災害に関する広報啓発活動の推進
ウ デモ行進等の治安警備の万全
エ イベントに伴う雑踏警備の万全

（３）地域警察
ア 街頭警察活動による各種犯罪の検挙と抑止
イ 制服警察官の「見せる警戒活動」の展開
ウ 巡回連絡及び各種情報発信活動の推進

（４）生活安全警察
ア 大学の新入生を対象とした防犯講話
イ 中学生・高校生を対象とした闇バイトや各種犯罪に関する広報啓発活動
ウ 国際電話利用休止申請による詐欺被害等の防止

２ 協議会からの意見要望等
（１）タクシー等で後部座席に乗車した者がシートベルトを着用していないことが多い

が罰則がなく実効性がないため、罰則を設けるべきである。

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 6 年 度 　 第 4 回

令 和 0 7 年 0 3 月 1 9 日 午 後 0 3 時 3 0 分 午 後 0 4 時 3 0 分
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（２）中学生・高校生を対象とした広報啓発活動の機会にオンラインカジノの危険性に
ついても周知してほしい。

[その他の意見要望等]

勤務員が不在の交番や駐在所に置かれている電話に「警察署につながる」旨の記載
はあるが、来訪者に気づいた警察官から電話を掛けてもらっても応答してよいか分か
らないため、電話が鳴ったら受話器を取るよう促す旨の記載もしてほしい。

その他



開催場所

内 容

～

[業務説明]

１ 前回会議での意見要望等に対する取組
（１）イヤホン着装の自転車利用者対策

ア 街頭警察活動を通じた指導
イ 道路交通法改正による自転車の罰則強化の周知

（２）被災避難時の施錠確認の周知
各種講話等の機会に注意喚起を実施

２ 交通事故防止対策
（１）交通人身事故発生状況

発生件数及び負傷者数ともに昨年比微増で推移（本年１０月末現在）
（２）改正道路交通法の広報啓発活動推進結果

ア ＪＲ阿佐ヶ谷駅及び高円寺駅、杉並区役所の周辺において広報活動実施
イ 当署が作成した「交通安全情報」を新聞折り込み広告として配布

（３）自転車に対する取締り・警告状況
違反内容の内訳と件数について

（４）令和６年ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン
ア 管下一斉検問の実施

本年１２月６日、環状７号線において飲酒検問を実施
イ 杉並区と協働した広報啓発
（ア）青パトによる車両広報
（イ）区施設のデジタルサイネージ活用

３ 警備実施結果
（１）警護警備

衆議院議員総選挙に伴う要人警護警備
（２）雑踏警備

ア 妙法寺及び立正佼成会「御会式」警備
イ 「阿佐谷ジャズストリート」警備
ウ 「高円寺フェス」警備

４ 犯罪抑止対策
（１）特殊詐欺被害認知件数

総被害件数は昨年比微減なるも高額の被害が発生
（２）広報啓発の推進

ア 全国地域安全運動
イ 杉並区地域安全のつどい
ウ 各種キャンペーン

（３）防犯力の向上
ア 杉並区、中野区及び中野署との合同パトロール
イ 巡回連絡を通じた注意喚起

（４）各種訓練
ア 不審者対応訓練

都税事務所及びコンビニエンスストアと協働して実施
イ 術科訓練

就勤時に総合対処訓練を実施
（５）犯罪の検挙

ア 地域警察官の活躍
職務質問による自転車盗犯人の検挙等

イ 子供に対する犯罪
（ア）傷害（児童虐待）犯人の検挙
（イ）同一児童に対する連続暴行事件犯人の検挙

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 6 年 度 　 第 3 回

令 和 0 6 年 1 2 月 1 0 日 午 後 0 3 時 3 0 分 午 後 0 4 時 3 0 分

東京湾岸警察署 会議室 8
1
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１ 署長から協議会への説明内容
令和７年第１四半期における重点取組事項

（１）年始における重大交通事故防止対策
ア 街頭活動による交通違反取締りの強化
イ 効果的な広報啓発活動の推進

（２）各種警備の万全
ア 風雪害や大地震等における災害警備
イ 各種祭礼やイベント等における雑踏警備

（３）犯罪被害防止活動
ア 街頭警察活動による各種犯罪の検挙と抑止
イ 情報発信・広報啓発の推進
（ア）巡回連絡による各種情報の発信
（イ）関係団体等との協働

・ 杉並区防犯自主団体研修会における防犯実務研修
・ 杉並区役所、ビル防犯協会及び杉並区内３署合同キャンペーン

２ 警察署協議会からの意見要望等
年末から年始にかけて人の出入りが多くなるので、管内で大きな事故・事件等の発

生がないように対策を強化していただきたい。

[その他の意見要望等]

なし

その他

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。



開催場所

内 容

～

[業務説明]

１ 前回会議での意見要望等に対する取組
（１）電動キックボード等新たな乗り物のルール周知と違反者対策

ア 電動キックボード
（ア）特定小型原動機付自転車に関する法改正（令和５年７月１日施行）
（イ）積極的な街頭警察活動を通じた違反取締り
イ モペット
（ア）ペダル付き原動機付自転車に関する法改正（令和６年１１月１日施行）
（イ）各種イベント等を通じた交通ルールや違反態様の広報啓発

（２）投資詐欺被害と被害相談上の注意喚起
ア 署員に対する投資詐欺被害の実態の教養
イ 防犯講話等の広報啓発活動を通じた注意喚起

２ 管内実態に即した交通安全対策
（１）交通人身事故発生状況
（２）「飲酒運転させないＴＯＫＹＯキャンペーン」の実施
（３）夏季における子供の交通事故防止対策の推進

ア 交通ボランティアによるスクールゾーン対策
イ 新学期に向けた小学校周辺の通学路点検の実施

（４）秋の全国交通安全運動
３ 警戒警備の万全
（１）治安警備

各種デモ等における的確な対応
（２）雑踏警備

ア 高円寺阿波おどり警備
イ 阿佐谷七夕まつり警備

（３）各種訓練
ア 合同水難救助訓練
（ア）杉並区内３署合同訓練
（イ）杉並署、高輪署、東京空港署、野方署による４署合同訓練
イ 合同テロ対処訓練

関東バスと協働した杉並区内３署合同訓練
（４）関係機関との連携

杉並区防災連絡会議で官公庁の防災担当各部門と有事の体制を確認
４ 犯罪抑止対策
（１）特殊詐欺被害認知件数
（２）防犯功労表彰式の実施
（３）広報啓発活動

ア 巡回連絡の効果的活用
イ 各種キャンペーンの実施

（４）各種訓練の推進による警察力の強化
ア 不審者対応訓練
イ 術科訓練

（５）検挙事例
ア 地域警察官の活躍

職務質問による自転車盗犯人の検挙等
イ 特殊詐欺犯人の検挙（２件３名）

受け子、指示役及び見張り役を検挙

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
令和６年第４四半期における重点取組事項

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 6 年 度 　 第 2 回

令 和 0 6 年 0 9 月 2 6 日 午 後 0 3 時 3 0 分 午 後 0 4 時 3 0 分

杉並警察署 講堂 9
1
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（１）年末期における重大交通事故防止対策
効果的な街頭活動と広報啓発活動による交通事故防止対策の推進

（２）各種警備の万全
ア 風水害や大地震等における災害警備
イ 各種祭礼やイベント等における雑踏警備
ウ 各種デモ等における治安警備

（３）犯罪被害防止活動
ア 街頭警察活動による各種犯罪の検挙と抑止
イ 情報発信・広報啓発の推進
（ア）巡回連絡による各種情報発信
（イ）杉並区役所及び杉並区内３署合同「防犯のつどい」
ウ コンビニエンスストアとの協働

強盗対処訓練、特殊詐欺未然防止訓練の実施
２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）自転車の交通マナーについて

イヤホンを着けて走行する自転車をよく見掛けるが、自動車が接近しても気付か
ず、安全確認もせずに進路変更するなど危険なので、注意喚起を強化してほしい。

（２）災害に関する広報啓発について
震災等の災害時には不在家屋等への侵入盗が多発するので、災害に関する広報を

行う際は「避難時の戸締まりの確認」を周知してほしい。

[その他の意見要望等]

なし

その他

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。



開催場所

内 容

～

[業務説明]

１ 前回会議での意見要望等に対する取組
（１）要望の内容

高円寺陸橋の横断歩道に設置された歩行者用信号機の青信号点灯時間が短く、高
齢者等が渡りきれないので、青信号の時間を延長できないか。

（２）取組結果
ア 信号サイクルの確認と改善

高齢者や身体の不自由な方が余裕を持って横断できないタイミングが生じるこ
とが判明し、時間変更の可否等についてシステム管理業者と協議中である。

イ 道路管理者に対する安全地帯設置の依頼
東京都第三建設事務所に対して、陸橋の下に、横断できなかった歩行者が待機

できる安全地帯の設置を依頼し、了承を得た。
２ 管内実態に即した交通安全運動の推進
（１）管内の交通人身事故発生状況
（２）春の全国交通安全運動の実施結果

ア キャンペーン実施状況
イ 期間中の事故発生状況

（３）自転車に対する違反取締り
３ 警戒警備の万全
（１）雑踏警備の実施
（２）善福寺川緑地公園の「春らんまんまつり」での広報啓発

パネル展示や広報グッズ配布、防災講話等を実施
（３）各種訓練

署員が方面機動隊訓練に参加
（４）風水害への備え
４ 街頭警察活動の強化
（１）地域警察官による検挙事例
（２）巡回連絡の効果的推進
（３）不審者対応訓練等の推進
５ 当署の事件解決事例

特殊詐欺被疑者（受け子、２件２名）の検挙
６ 各種犯罪被害の防止対策
（１）特殊詐欺対策

ア 被害認知件数
イ 被害の未然防止件数
ウ 高円寺駅前での特殊詐欺被害防止キャンペーン等

（２）知識と技能の向上
防犯講話と護身術教室の実施状況

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
令和６年第３四半期の重点取組事項について

（１）秋の全国交通安全運動における広報活動推進
ア 自転車乗車時のヘルメット着用
イ 電動キックボードの適正な利用

（２）各種警備の万全
ア 雑踏警備や各種デモ等の治安警備
イ 風水害等の災害警備

（３）各種犯罪被害防止に関する広報啓発
ア 巡回連絡による各種情報発信活動の推進
イ 制服警察官の「見せる警戒活動」展開時における広報啓発

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 6 年 度 　 第 1 回

令 和 0 6 年 0 6 月 2 4 日 午 後 0 3 時 1 5 分 午 後 0 4 時 1 5 分

航空隊江東飛行センター 9
1
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（４）各種犯罪の検挙と抑止
ア 積極果敢な街頭警察活動
イ 情報発信活動の積極的な推進

２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）新たな交通手段に係るルールの周知について

電動キックボード等、新たな乗り物のルールが複雑で分かりづらく、十分に周知
されていないせいか違反者をよく見掛けるので、効果的な対策を講じてほしい。

（２）被害の相談先に関する注意喚起について
投資詐欺の被害者が、相談するために弁護士事務所等をインターネットで検索す

ると、詐欺集団との関係が疑われる弁護士が上位でヒットすることが多い。
着手金を納めたにもかかわらず何ら進捗が見られないなど、弁護士会も問題視し

ているため、広報啓発活動等を推進してほしい。

[その他の意見要望等]

なし

その他

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。




